
◎
道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立

行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
法
律
第
四
四
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
七
年
五
月
二
〇
日
・
衆
議
院
国
土
交
通
委

員
会

）

○
太
田
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
道
路
運
送
車
両
法
及

び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理

由
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
の
自
動
車
保
有
台
数
は
、
今
日
、
八
千
万
台
を
超
え
、
自
動
車

は
国
民
各
層
に
普
及
し
、
ま
さ
に
国
民
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
動
車
産
業
は
、
製
造
業
の
国
内
総
生

産
の
約
二
割
を
占
め
る
基
幹
産
業
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
自
動
車
を

取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
動
車
産
業
の
国

際
競
争
力
や
自
動
車
の
安
全
の
確
保
、
国
民
や
地
域
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
へ

の
対
応
に
取
り
組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
閣
議
決

定
を
踏
ま
え
た
独
立
行
政
法
人
改
革
を
的
確
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
の
た
び
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
こ
と
と

し
た
次
第
で
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
自
動
車
の
基
準
な
ど
に
関
す
る
国
際
協
定
の
改
正
に
対
応

し
、
自
動
車
の
車
両
単
位
で
の
基
準
適
合
性
を
各
国
間
で
相
互
に
承
認
す

る
た
め
の
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
東
京
五
輪
特
別
仕
様
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
な
ど
の
図
柄
入
り

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
導
入
す
る
た
め
、
自
動
車
の
所
有
者
か
ら
の
申
請

に
よ
り
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
換
を
可
能
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
昨
今
の
リ
コ
ー
ル
事
案
を
踏
ま
え
、
よ
り
迅
速
か
つ
確
実
な

リ
コ
ー
ル
を
行
う
た
め
、
リ
コ
ー
ル
の
実
施
に
必
要
な
報
告
徴
収
や
立
入

検
査
の
対
象
に
装
置
メ
ー
カ
ー
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
自
動
車
関
係
の
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た

め
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
と
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究

所
を
統
合
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を

行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
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を
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法
律

一
四
七



二
、
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
五
月
二
六
日
）

○
今
村
雅
弘
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
自
動
車
の
型
式
指
定
制
度
の
一
層
の
合
理
化
を
図
る
と
と
も

に
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
東
京
五
輪
特
別
仕
様
な
ど
の
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

を
導
入
す
る
た
め
、
自
動
車
の
所
有
者
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
の
交
換
を
可
能
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
よ
り
迅
速
か
つ
確
実
に
リ
コ
ー
ル
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要

な
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
の
対
象
に
自
動
車
の
装
置
製
作
者
等
を
追
加

す
る
こ
と
、

第
三
に
、
国
連
の
車
両
等
の
型
式
認
定
相
互
承
認
協
定
の
改
正
に
対
応

す
る
た
め
、
自
動
車
の
共
通
構
造
部
の
型
式
指
定
制
度
を
創
設
す
る
こ

と
、第

四
に
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全

環
境
研
究
所
を
統
合
し
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
と
す
る

こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
十
九
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
二
十
日
太
田
国

土
交
通
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
二
十
二
日
、
質
疑
を
行

い
、
質
疑
終
了
後
、
討
論
を
行
い
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
六
月
一
七
日
）

○
広
田
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
自
動
車
の
基
準
な
ど
に
関
す
る
国
際
協
定
の
改
定
に
対

応
し
た
車
両
単
位
の
相
互
承
認
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
図
柄
入
り

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
導
入
、
リ
コ
ー
ル
制
度
に
係
る
装
置
メ
ー
カ
ー
へ

の
対
策
の
強
化
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
と
独
立
行
政
法
人
交
通
安

全
環
境
研
究
所
の
統
合
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。委

員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
タ
カ
タ
製
エ
ア
バ
ッ
グ
の
リ
コ
ー
ル
問
題

に
対
す
る
国
の
対
応
、
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
導
入
の
在
り

方
、
車
両
単
位
の
相
互
承
認
制
度
を
創
設
す
る
意
義
、
統
合
後
の
独
立
行

政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
の
業
務
体
制
等
に
つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
四
八



質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
辰
巳
孝
太
郎
委
員
よ
り
本
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
四
九


